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 【開会=午後１時３０分】 

 

ただいまから広報広聴委員会を開会いたします。後藤委

員からは欠席の連絡をいただいております。 

本日は議会だよりの編集についてを議題といたします。

それでは、１１月１日発行の議会だよりについて、ページ

ごとに見ていきたいと思います。 

最初に表紙について、平方勢獅子の写真を撮ってきまし

たので仮に入れてあります。前回の協議以降撮影された写

真などありますでしょうか。平方勢獅子、私行ってきまし

たけれども、その他に安藤委員来ていただきましてありが

とうございました。数打ちゃ当たるということで、数当た

りました。ありがとうございました。 

  

私、秋の収穫の様子を撮ってきたきましたけれども、こ

っちの方がいいと思います。 

 

いやでも、ありがとうございます。撮ってきていただい

て。 

 

看護大学を背景にして、この風景もすぐなくなってしま

うので、ここ市街化区域に編入されたところで。 

 

太陽の光とか当たると、綺麗なんですよね、黄金色とい

うか、そうなんですよ、ありがとうございます。花村委員

はその他にも彼岸花の写真も提供いただきまして、ありが

とうございます。表紙何かございますでしょうか。当日雨

が降っていましたけれども、午後２時スタートで、１時半

ごろから町内ちょっと回って神社に入られて、そこから準

備されて、２時から演舞というような形で、雨が弱かった

んですけど、後半は中の方で、社務所の練習場の方で演舞

されていました。写真はよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

タイトルを、黒丸になっているところですね、これを決

めなければならないんですけど。４年ぶりに開催された平

方勢獅子。ひねりがない。 

 

 いいと思います。コロナが明けて４年ぶりにということ

で。 
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 ４年ぶりに開催された平方勢獅子でいいですか。何か表

紙で思うところがあれば。 

 

撮影場所とか、そういうイメージ、今までありませんで

したか。 

 

４年ぶりに開催された福寿町の平方勢獅子。福寿と町名

入れると、平方を知らない人も福寿町に平方があって、福

寿町でやっとるんやなということがわかってどうかなと思

います。 

 

４年ぶりに開催された福寿町の平方勢獅子で、撮影地、

括弧で平方八幡神社。ちょっとやってみましょう。他表紙

はよろしいですか。 

 

（発言なし） 

 

次、２ページから５ページ、第４回９月定例会の概要お

よび第４回定例会議案の賛否一覧について、何かお気づき

の点がございましたら。 

 

２ページ目の一番最後のところなんですけど、モニュメ

ントの撤去に至った経緯はというは、これはしょうがない

ですか、構成上。 

 

線があるんですよね、経緯の間に線があるから。 

 

線をなくすのかどうか、構成の話になるので、残りの行

であったりとか。 

 

線なしにすれば大丈夫なんじゃない。上に「円空」をつ

けて「円空モニュメント」にしてもらえば、「経緯は」が下

にずれて、経緯という単語がわかれてしまうとわかりにく

いので、そのほうが読みやすいと思いますけど、いかがで

しょうか。 

 

問の「経」と「緯」の部分がわかれてしまって読みにく

いということですので、例えば、「撤去に至った経緯は」と

いうことで、下から答えを入れるとか、あとは「円空モニ

ュメントの撤去に至った経緯は」という形、どちらも可能
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です。 

 

モニュメントいらないよね、モニュメントについてと欄

に大きい見出しに書いてあるから、しかも円空顕彰会うん

ぬんあって、腐食が進んでるから撤去することになりまし

たという一文があるので、モニュメントはいらない、「問 

撤去に至った経緯は」だけでいいよね。それだったら線は

あるけど、上の文字数が減るから。３ページ目の令和５年

度一般会計補正予算の間がちょっと狭い感じがするから、

詰めすぎというか、補正予算の隙間がないから、問のモニ

ュメント削って、答えが下に入って１行減るから。とりあ

えず、モニュメントの文字を削って、撤去に至った経緯と

いうことにして、その下の段から答えを入れるということ

で１回お願いをします。 

 

このモニュメント、カラーで入っとるけど、カラーで入

るのか、ちょっと確認します。 

 

この写真についてはカラーで入ります。 

 

他に何か２ページから５ページ目まで続いて、人事案件、

陳情・要望、請願、議員派遣、５ページ目が審議結果です

ね、議案の審議結果と賛否一覧になります。 

 

今回の議会だよりから、ＤＴＰを導入しまして、契約を

したんですけれども、全ページカラー刷りとなっておりま

す。今までは表紙と裏面がカラーで、中が２色だったんで

すけれども、これからはカラー刷りとなります。 

 

だからやね、なんかちょっといいなと思ったんやけど、

全然見やすいのでいいと思いますけど。よろしいですか。 

 

（発言なし） 

 

次、６ページから１１ページ、一般質問についてになり

ます。こちらも顔写真あるいは各議員の一般質問の絵とか

もカラーになるという感じですね。 

原議員のは切れ端だよね。もっと綺麗にならんの。ＰＤ

Ｆとかで縮小した方が綺麗に撮れるんじゃない、これは何

なんやろ、音声コードですかね。 
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原議員の音声コードの写真につきましては、ちょっと脚

注の方を入れまして、わかりやすく説明をしたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

これ羽島市で発行しとるやつの画像か、他市の何ていう

やつか。 

 

こちら、議場でモニターに表示を考えてみえていた画像

で、多分他自治体のかと思われます。 

 

ちょっと確認してもらっていいですか。どこのやつなの

かというか、紙じゃなくて、Ｗｅｂ上にＰＤＦであるのか

どうか、ＰＤＦスクショして、ここにはめ込んだ方がきれ

いな感じがするけど、これ見る限り、紙媒体のやつをスマ

ホか何かで撮った画像をここに貼り付けしてあるような感

じがするから、Ｗｅｂ上であるんだったらそっちの方を貼

り付けた方がいいかもしれん。注意書きのスペースは下の

部分を削ればいいのか。 

 

下の引っ込んでいる部分にも意味があるというふうに聞

いておりますので。 

 

ちょっと次回までに。他ありますか。 

 

（発言なし） 

 

最後１２ページ、最終ページになりますが、羽島市議会

意見交換会について、今年は委員会単位で開催することと

し、まずは産業建設委員会が開催することになりました。

告知ということになりますけれども、何かお気づきの点が

ありましたら。 

 

意見交換会の参加申込書ですけど、連絡先というのは電

話番号のみで、また申し込まれた方に電話連絡をされるの

か、アドレスを付けておけば、メールでもお知らせできる

のかなと思いますけど。 

 

連絡先につきましては電話番号だけということで、当初

意見交換会を試行するというところのお話の中で、基本的

に連絡をするというのは、急遽中止をしないといけない緊

急事態のときということで、むしろ直接という意味合いで
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電話番号にされたという経緯があったと記憶しています。 

 

申し込みフォームですけど、定員何人までなのかとか、

どなたでも参加いただきますと書いてありますけど、あま

りにも多数のかたの申し込みがあったときにお断りしなき

ゃいけないケースがあるということをどこかに書いておい

た方がいいんじゃないかと、定員なのか、必ずしも全員が

参加できるわけではないですよね。 

 

今回、勢獅子とかの団体も対象にするっていうふうに言

われておって、個人の応募受付するんだということを私も

初めて知りましたけど。 

 

結局、９月定例会のときに委員会やって、団体のかたは

やる側じゃないですか、見る側のほうも意見を聞いたほう

がいいんじゃないかということで、そういうことで、団体

だけじゃなくて、一般のかたもということで委員会で話が

あったので、産建の中では定数を設けるとか、そういう話

はなかったので、これは広報広聴委員会が決めていいのか

どうかというところがあるので、そこまで人来るのかわか

らないし、最低限、団体の人には間違いなく来てもらいま

しょうと、そこに一般の人がちょっといらっしゃるくらい

で全然問題ないんですけど。人が来ていただければ嬉しい

んですけど、それは産建の中では想定してないです。 

 

 来た人はみんな受け入れればいいと思います。 

 

 そうやね。産建としては定数設けないような感じなので、

全部受け入れるということで、市制７０周年に向けてとい

う、そういう意気込みでやっていきたいと思いますので、

山田委員長もそういう思いだろうと思います。 

連絡先というのは、安藤委員ご指摘ありましたけど、電

話番号にしていいんじゃない、連絡先だと迷う、何書かこ

うかと思うから、連絡つけばはいいんだけど、統一して。

メールアドレス書く人もいるだろうし、携帯とか固定とか

いろいろあるだろうけど、それの方がいいですね、わかり

やすいし、こっちもお伝えしやすいというのがあるから、

そうさせていただきましょうか。 

他に何かございますか。 

 

（発言なし） 
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スケジュール的には次回、今週の木曜日ですね。１９日

の１０時からが９月定例会の議会だよりの最終打ち合わせ

になりますので、修正点はよろしいですか。 

 

この黒丸の日にちは産建で決められるのか、広報広聴じ

ゃなくて、申し込み期限はどっちが決めるのか。 

 

過去、大体開催する週の月曜日か火曜日辺りというとこ

ろになります。 

 

委員長とも話し合って、黒丸のまま発行されるというこ

とは大丈夫だと思いますので、ほか大丈夫ですか。 

 

（発言なし） 

 

以上で議会だよりの編集について終了いたします。 

次にその他についてですが、当委員会におきまして、議

会だよりの編集ルールについて検討していきたいと思って

おります。前回、他市議会の例として複数お示しさせてい

ただきました。その際、各委員において各自お調べいただ

くこととさせていただいておりました。お手元には前回の

協議におきまして紹介させていただきました五月村議会の

広報に関する条例をお配りしております。何かございまし

たら発言をお願いします。前回ちょっとお話ししたかもし

れませんが、皆さんのご意見は後ほどお伺いしますので、

五月村は全協で話が出た、議会事務局が何か修正して提案

してうんぬんかんぬんというご意見があったので、編集事

務の補佐というところです。第６条のところ、今の議会基

本条例には編集という文言があるんですけど、もう少し踏

み込んで、「校正」という、だから第８条になりますね、五

木村でいくと、ここがポイントとしてあるんじゃないかな

と思っております。編集事務の補佐として第６条を広報編

集事務及び庶務事項は議会事務局長が補佐することができ

るというところと、構成及び議長の承認、第８条、広報の

校正は広報委員会がこれを行う。２ 広報は校正終了後、議

長の承認を得て発行するという、ここがあれば、前回の６

月定例会の議会だよりのときにいろいろやり取りがありま

したが、この文言、特に事務局の補佐というところと、広

報の校正というところ、この校正という文言を入れれば大

丈夫なんじゃないかなと思ったりもしているんですけど、
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皆さんのご意見をお伺いいたします。 

 

今委員長言われたように、校正を委員会が行うというこ

とだけども、校正というと、あくまで文字の間違いとか言

い回しをわかりやすくするとか、その程度のことに限られ

て、特に言っとらんのに書いとるやないかとか、原稿につ

いては、この広報委員会でもそこまではできないというか、

そこまで校正という意味の中においてはできないんじゃな

いかという感じがしますので、その辺もまた検討していた

だけたらと思います。 

 

校正の意味、これ内容も一応含まれるというふうになっ

ているんですよね。もちろん、誤字脱字も含まれるので、

便利な言葉だなと思ったんです。そうすると、ちゃんと委

員会としての存在意義も示せますし、やはり市議会として

の広報だという統一感もしっかりルールで決められるかな

と思っています。この前配布した資料、議会事務局が用意

していただきましたので、そちらの方も目を通していただ

いて、ご意見等々、こうしたほうがいいんじゃないかとい

うのがあれば教えていただければと思います。 

 

今の羽島市の広聴広報委員会に関する規程の中で、羽島

市議会の情報を広く市民に提供するとともに、市民の多様

な意見を把握し意思決定に反映させるというのが多分ある

と思うんです。情報を広く発信するというところが議会だ

よりになると思うんですけれども、市民の声を吸い上げる

というんですか、そこの部分が多分これだと意見交換会と

パブリックコメントまたはアンケートというところ、第 1

条で意見を把握しますということが書かれて、第２条で意

見交換会であったりパブリックコメントというお話をされ

ているんですけれども、具体的に第２条で意見交換会とパ

ブリックコメントというふうにうたってしまうと、他の吸

い上げ方というのができなくなってしまうと思うので、も

うちょっと例えば具体的に、議会だよりとかに何か、意見

ある方は募集しますみたいな形のＱＲコードみたいなのを

張るということができると、意見の吸い上げというのがも

う少しできるんじゃないのかなと。ただ、このパブリック

コメントという中にそういうことが含まれるのであれば、

わざわざその規程の中に入れる必要はないと思うんですけ

れども。出されたこの資料とかではなくて、羽島市議会広

報広聴委員会に関する規程というところからお話をさせて
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もらっております。いろいろ言ったんですけど、やはり意

見を吸い上げなきゃいけないと思うので、吸い上げるとい

うか抽出というか、いろんな意見を伺いたいというところ

があって、なかなか声を聞いてもらう場というのがないの

で、例えば議会だよりとかに先ほどの入力フォームじゃな

いですけど、ＱＲコードを載せておいて、今回の議会だよ

りで意見のある方はここから投稿してねとかでもいいです

し。 

 

議会に対して意見を聴取できるような。議会に来てもら

った人には、ご意見箱を設置してるんだよね。ちょっと後

で考えましょうか。河﨑委員には申し訳ないけど、１１月

発行のには間に合わんと思う。でもちょっと入れておいて

ください、協議事項に。 

 

すみません、ちょっと追加というか、さっきの話で、規

程の中にわざわざ載せる必要があるかないかというところ

は、多分先ほどの第２条の３とか、パブリックコメントや

アンケート調査等に関することという表現があるので、そ

れに含まれますという話であれば、わざわざ規程を直す必

要はないと思うので。 

 

パブコメは計画とか、条例に対して意見を聞くというの

があるので。 

 

今お話いただいた、広報広聴委員会に関する規程が元々

議会基本条例第６条を受けてぶら下がっている関係になり

まして、そこでお話しさせていただきたかったのが、議会

基本条例では市民参加、第５条第３項の中で、必要なもの

を用いるものとしますという中で意見交換会、パブリック

コメント、アンケート調査、第４項にその他議会が必要と

認める方法という形で、意見交換会、パブリックコメント、

アンケート調査は列挙しながら、第４項でその他議会が認

める方法ということでありますので、もう一度規程の方に

戻りますと、パブリックコメント及びアンケート調査等に

関することというところの「等」がその他の方法になるか

と思いますので、意見交換会、パブリックコメント、アン

ケート調査ということによらない方法で何らか意見を吸い

上げるということに関しましては、例えば、委員会の中で

どういう方法を用いて行えばいいかということを協議して

いただいて、議会が必要と認める方法として協議なり決定
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花村委員 

 

 

安藤委員 

 

 

をいただければ良いのではないかと考えられます。 

 

今後協議していくということで、まずはルールの関係で、

ルールは細かくしていくということでよろしいですよね。 

 

（異議なし） 

 

 他にご意見ありますか。 

 

登別の編集方針ということで、４番の（３）の正確性と

いうのを、この前みたいなことがないようにと言うか、こ

ういうことを決めておけば。正確性についてということで、

特に④議員個人の解釈や政治活動と思われる内容は掲載し

ないと明記しているので、こういうこともしっかり書いて

おいた方がいいんじゃないかなと。 

 

ちょっと細かい話になるというか提案になるんですけれ

ども、岐阜県議会の方で、今こういった形で、それぞれ一

般質問何されましたよという、それぞれの動画に飛ぶよう

なＱＲコードを貼ってらっしゃるということで、議会だよ

りの発行と動画の編集が間に合うようであれば、こういう

のも見ていただける方には見やすいのかなというのもある

ので、それも一度検討事項としていただければと思います。 

 

安藤委員言われるように、登別のように編集方針を定め

るのか、五木村のように広報の発行に関する条例を出すの

か、羽島市は規程があるんですよね。規程があるので規程

を変えていくのか、いろいろ方法があると思うんですけど、

皆さんどうでしょうか。本当に細かくしていこうとなると

登別、そんな１から作らなくても、校正と事務局関係の文

言を規程に追加すればいいというのもありますし、形をど

うしていくかということですね。登別のように編集方針を

定めてやっていくのか、今ある規程を変えていくのか、こ

のどちらかになろうかと思います。 

 

 率直に言って、登別は細かすぎるという感想を持ちまし

た。 

 

厳格にしておくとこういうふうな決まりがありますとい

うことが、広報広聴委員会として言えますので、何もない

よりは、規程に追加する程度でいいと思いました。 
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現段階では、広報広聴委員会としてはルールを変えてい

くということになっていますので、全然いいと思います。

正直言って、確かに登別なってしまうと、めちゃくちゃ時

間かかると思います。五木村みたいに、全協で話題になっ

た内容については、全て網羅できるのかなとも思ったりも

してはいるんですけど。 

 

私も規程を修正して、先ほどの事務局が補佐するという

ところと、校正というところを入れる形での修正でいいか

と思います。 

 

大まかなところで共有していけばいいと思いますので。 

 

やっぱり広報広聴委員会でこうやって決めるということ

は、この規程の中に任されてやっているというところがし

っかりしてれば、誰が決めるんや、どうするんやというよ

うなことが言われなくていいのかなというふうに思います

ので、楽に決められるような、難しく決めるようなのでも

なく、皆さんが広報広聴に任せるというふうなことでいい

と思います。 

 

せっかく委員会で上がってきたことですので、もし五木

村のような感じでルール変えて、それでも駄目だったらこ

ういうことやってかなきゃいけないと思うんです。これは

これでちゃんと押さえておかなきゃいけないのかなと思っ

たりしていますので、方向性としては規程を変えていくと

いうことで、五木村のような校正という文言と事務局です

ね、編集事務の補佐というところで、しっかりと広報編集

事務及び庶務事項は議会事務局長が補佐することができる

ということで、私も今回、９月定例会の議会だよりに関し

て、直してもいいですかと議会事務局からかかってきたの

で非常にありがたく思っています。気づかないところある

んですよ、議員でも。ということで盛り込んでいきたいと

思っております。６月定例会のように、最初は内容等々が

明らかに違いますということがあって、事務局の方からこ

の内容違いませんかという指摘が議員にあって、修正原稿

の提出を求めることと、原稿の修正について、これが校正

になってくるんだろうと思いますが、特に修正原稿の提出

を求めることについては、皆さんのお考えをお聞きしたい

なと思っています。もちろん各議員の考え方等々もありま
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すので、修正原稿の提出を求めることについては良しとし

ないかんよね。今回の粟津議員とのやり取りのようなこと

は、やらなあかんのですよね。勝手に違うからこうだって

委員会が決定してしまうのも、ちょっといかがなものかな

と思うので、修正原稿の提出を求めることについては、広

報広聴委員会によって良しとしていきたいと思っていま

す。やり取りにおいて、ルールに基づいてやっていくとい

うことで、最初の段階では修正原稿の提出もあわせて求め

ていくという感じていきたいと思います。 

次に、一般質問含め、市議会としての広報紙であること

の関係で、原稿作成する議員との関係の整理について。 

 

この件に関しまして、当時は議会運営委員会で編集をし

ていた関係の会議録をいくつか見させていただいた中で、

平成の頃の議会運営委員会の協議の中で、当時全ての記事

を議会運営委員会で作っていたことがありまして、ちょう

ど一般質問の記事を皆さんに作っていただく、書いていた

だくということに転換する時期がありました。質問された

方が自分の分を原稿として出すという今のスタイルを確立

した時期の協議の中で、いわゆる一般質問の記事を作って

いただくというのが議会だより編集のある意味分担作業の

一つであるというような性質を持って協議されていたとい

うニュアンスがありましたので、関係としては、議会だよ

りを編集するのがそれぞれ記事を出される皆さんも含めて

そういう作業を分担しながら、羽島市議会として議会だよ

りを発行するというような関係にあるという前提の中で記

事をそれぞれ作っていただきたいというところが確認でき

ればいいのではないかというふうに考えたところがありま

す。それぞれが言いたいこと、書きたいことを書く場では

ない、あくまでも羽島市議会として、一定の正確性なり客

観性を持った紙面を作る、そういうのをある種分担してい

るという意識を持って。 

 

議員個人の広報紙じゃないんだから、市議会としての広

報だから、その辺はちゃんと理解しておいてよということ

だよね。それは理解してるんじゃないの。それを確認する

というのはどうやって確認するのか、登別のように独立し

てやるんじゃなくて、規程を改正していくという方向性に

なっているから、その文言を付け加えればいいということ。

一般質問に関しては、発言した内容、受けた答弁等々、し

っかりと事実を再度確認した上で原稿を出して一般質問に
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関しては発行していくということでしょう。だから、議会

だよりの、私が質問したら、このスペースは各議員の物と

いうよりかは、広報紙全体が市議会のものだから、好き勝

手言うんじゃなくて、議会で発言したことをしっかりと載

せると、それも追加するのかどうかですね、文言はともか

く、そういう規程にそういったことも含めて載せていくの

かどうかということです。細かなルールは、校正という言

葉と事務局が補佐するということは入れるんですけれど

も、議会全体の広報という考え方立って編集、校正、発行

していくという一連の流れを示していくということも入れ

てもいいと思う。 

 

現状では、それぞれの議員が議場で話したことを載せる

んだと、そしてまた答弁があったことについて載せるとい

う認識の上で書いているので、特にそこは、紳士協定じゃ

ないけど、了解されておるものというふうに認識しても構

わないんじゃないかなと、特に書く必要ないという思いを

しております。 

 

そうなんですよ、当たり前のことなんですよ。 

 

他の事例をいただいている中で、例えば津久見市ですか、

第３条の２項のところで、個人の意見、見解を掲載するこ

とはできませんとうたっているところもあるので、これく

らいでいいのかなと思うので。 

 

でも質問内容に個人の意見入るよね、発言していること

はいいけれども。 

 

そもそもこの話が話題として上がっているのは、先ほど

花村委員もおっしゃったように、紳士協定で本来問題にな

らないはずのことが問題になってしまっていて、先の全員

協議会でも事実でないということが認定されたわけですけ

ど、その事実でないようなことを議場で発言した議員がお

りまして、その事実でないことを元に議会だよりの原稿案

を提出されたと、事実でないことを議会だよりに載せてし

まってもいいのかと、いくら議場で発言した事実があった

とはいえ、そういった内容を載せてしまっても良いものか

ということが今回の皆さんに協議いただいている関係の発

端でありますので、そういったことが起こってしまったこ

とへの対処について、そういった認識のもとに協議を願え
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たらと思います。 

 

事実うんぬんという関係は校正とか、事務局の補佐うん

ぬん関係ないから。まず冒頭協議した、校正と事務局関係

の補佐に関する件は、皆さんよろしいですか、規程を改正

追加等していくということで。 

 

（異議なし） 

 

事実がどうこうというやつはすみません、皆さん持ち帰

っていただいて、調べてください、１９日までに。校正が

あるので、それは全然問題ない、それはそれで意見を出し

てください。１９日に見つつ、また協議をしていきましょ

う。とりあえず校正の関係、それと事務局補佐に関しては

よろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

ということでよろしくお願いいたします。 

その他よろしいですか。 

 

（発言なし） 

 

次回の委員会において、素案を示し、協議をしたいと考

えております。また、先ほどお話ししました事実等々の関

係も協議をしていきますのでよろしくお願いいたします。

また、お持ちいただきました資料をまた持ってきてくださ

い。 

ということで、次回は引き続き今回の協議結果による市

議会だよりの校了に関わる広報広聴委員会を開催したいと

思います。１０月１９日木曜日の午前１０時から開催した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。これで広報

広聴委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

【委員会終了＝午後２時４０分】 

 


